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(1)　留保地・・・・府中基地跡地留保地

(2)　基本方針・・・府中基地跡地留活用基本方針（平成２８年２月策定）

No.

1

2

3

①留保地活用の
今後の検討方法
等について

【検討協議会の設置について】
　次年度設置予定の検討協議会にお
いては、有識者だけでなく、公募市
民を採用し、広く市民の意見を取り
入れるようにしてほしい。
　公募市民枠については、留保地近
隣住民を複数人採用し、できるだけ
長期間関われるようにしてほしい。
　　　　　　　　　（同意見３件）

　検討協議会については、平成29年
度・平成30年度の２年間を任期と
し、学識経験者・公的団体からの被
推薦者・公募市民等から９名以内で
選出してまいりたいと考えておりま
す。
　公募市民については、２名程度で
検討してまいりたいと考えておりま
す。

【意見聴取の手法について】
　定例の市政世論調査では近隣住民
の意向が十分に反映されたものとは
言いがたい。関心を持つ市民から自
由に意見が収集できるアンケートな
どを、数回実施してほしい。
　　　　　　　　　（同意見２件）

　今回の市政世論調査に引き続き、
今後も様々な形で市民のご意見を
伺ってまいります。具体的な手法に
ついては、今後検討してまいりま
す。

【現地見学会について】
　現地を確認することで、市民がよ
り意見を出しやすくなるため、内部
を見学する機会を設けてほしい。
　　　　　　　　　（同意見１件）

　留保地内は、老朽化した建物や老
木が多く、通常の立入りは禁止と
なっておりますが、管理する国へは
申し入れを行います。

利用計画素案（案）の内容・構成等について ６件

４　用語について

５　意見の概要とそれに対する市の考え方

意見の種類 市民意見・提案の概要 市の考え方

留保地の機能・活用方法等について ３５件

周辺環境との調和等について ５件

関係機関との協議等について ７件

留保地活用の今後の検討方法等について １１件

府中基地跡地留保地利用計画素案（案）に対するパブリック・コメント手続の実施結果

１　意見・提案の提出期間

　　平成２８年１２月２１日（水）から平成２９年１月２０日（金）まで

２　意見の提出者等

提出者数 意見の提出方法（人数）

１８ ６４
郵送

１

３　意見の種類
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No. 意見の種類 市民意見・提案の概要 市の考え方

4

5

6

①留保地活用の
今後の検討方法
等について

【情報公開について】
・留保地の問題は多くの市民に知っ
てもらうことが必要なので、広報な
どで何度も周知する必要がある。
・実施した説明会については、参加
できなかった市民にわかるよう結果
をホームページ等で公開してほし
い。

　留保地の問題は本市全体の課題で
あると捉えておりますので、今後も
広報ふちゅうやホームページ等で状
況を報告してまいります。
　また、説明会の結果につきまして
も会議録を公開してまいりたいと考
えております。

②留保地の機
能・活用方法等
について

【福祉・文教施設等の設置】
・障害者や高齢者が自由にリハビリ
できる施設を作ってほしい。
・民間が土地建物を用意し市の出費
が少なくすむグループホームを作っ
てほしい。
・全市的な施設として、高齢者福祉
施設や総合病院の検討をしてほし
い。
・保育所の設置が希求の課題であ
る。その際、自然を最大限に残し、
遊水地や遊歩道も併せて設置してほ
しい。
・福祉施設を設置する場合、送迎そ
の他の交通安全を確保してほしい。
・留保地域周辺の保育所や小学校は
児童数増加に対応できていないの
で、保育所や小学校を作ってほし
い。その際、跡地の中の方に作るこ
とで、近隣住民との軋轢を生じさせ
ないようにしてほしい。

　ご案内のとおり、本素案は、基本
方針の趣旨を踏襲し、利用計画の策
定に向け、市民の要望、意見などを
伺いながら、市としての利用計画を
策定するために必要な基礎的な資料
として作成したものです。
　留保地において必要となる機能、
活用方法等につきましては、今後、
利用計画の策定を進める中で具体的
に検討してまいります。
　その際は、市民の皆様のご意見も
十分伺いながら進めてまいりますの
で、この度いただいたご意見につい
ても、検討の参考とさせていただき
ます。

【自然の保存・公園の整備】
・自然は可能な限り残してほしい。
・浅間山公園から府中の森公園へと
続く緑地帯は、留保地の利用によっ
て市街地を挟んで一層充実すると考
えられるので、自然を活かす公園と
して残してほしい。
・隣接する府中の森公園との連続性
を考慮し、歩道橋で接続してほし
い。
・公園緑地の造成、管理運営に当
たっては、生物多様性の観点から早
期に樹木や植物等の調査に参画して
もらえるよう、都立公園等の管理運
営を行っている事業者に依頼しては
どうか。
・自然を活かし子どもが遊べるプ
レーパークを提唱する。プレーパー
ク内には、かまどで煮炊きや焼き芋
ができる施設も作り、子どもの健全
な発達の場とする。先行事例を参考
とすることで、府中らしいよいもの
となるはず。希望だけ市に伝え任せ
るのではなく、市民が勉強し、具体
的提案につなげるものとするのはど
うか。

2/7



No. 意見の種類 市民意見・提案の概要 市の考え方

7

8

9

10

②留保地の機
能・活用方法等
について

【スポーツ施設】
・多様化する市民の要望に応える複
合型地域スポーツクラブを設立し、
スポーツを通じて互いのコミュニ
ケーションを深める、地域の活性化
と市民の健康づくりを高める場とす
る。リハビリ施設、ウォーキング
ロード、スポーツジムなどを併設す
る。
・府中市はラグビーのまちを推進し
ているので、ラグビー場はどうか。
また、明治大学は、浅間町に野球部
があるので他のスポーツ施設も誘致
しやすいのではないか。
・スポーツ施設は賛成できない。既
設のものを改修、補修して利用すべ
きである。

　ご案内のとおり、本素案は、基本
方針の趣旨を踏襲し、利用計画の策
定に向け、市民の要望、意見などを
伺いながら、市としての利用計画を
策定するために必要な基礎的な資料
として作成したものです。
　留保地において必要となる機能、
活用方法等につきましては、今後、
利用計画の策定を進める中で具体的
に検討してまいります。
　その際は、今後も市民の皆様のご
意見も十分伺いながら進めてまいり
ますので、この度いただいたご意見
についても、検討の参考とさせてい
ただきます。

【防災利用】
・旧態依然として高額の税金を投入
し、利用者が限定された維持費が莫
大な箱物を作るよりは、現状の自然
のまま残し、地震等の自然災害時の
避難場所とすることが将来を見据え
た有効利用と考える。
・将来予想される震災に備え、防災
上の用地として確保してはどうか。
アクセスの悪さを考えると、素案
（案）で示されている機能は実用的
ではないのではないか。

【道路の整備】
・留保地東側の住宅地から西へ留保
地を通って小金井街道に抜ける車道
を整備してほしい。
・周辺道路を拡張するとともに、新
小金井街道と小金井街道を複数路線
で直結してほしい。また、都営住宅
から南北にコミュニティバスが通れ
るよう、留保地北側の道路を整備し
てほしい。
・広大な敷地であるため、東西、南
北に貫通する道路を整備してほし
い。
・留保地内に、車両の交通を制限し
た緑道（散歩道）を確保してほし
い。

　都内に不足するＡＩやロボットな
どを活用した高齢者や子どもに最先
端技術を提供する実証実験場を作
る。さらに発展させて、基礎インフ
ラと生活インフラ、サービスを効率
的に管理運営し、環境に配慮しなが
ら、人々の生活の質を高め、継続的
な経済発展を目的としたスマートシ
ティの実証実験場とする。
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No. 意見の種類 市民意見・提案の概要 市の考え方

11

12

13

14

15

16

17

18

②留保地の機
能・活用方法等
について

　気候変動、自然災害、後継者不足
等に備え、都市型農業工場を、国や
民間、近隣の東京農工大学、都立農
業高校等と連携し設置し、さらに、
生産物の販売、レストランなどの付
加価値を付け、６次産業化のモデル
として発展してほしい。

　ご案内のとおり、本素案は、基本
方針の趣旨を踏襲し、利用計画の策
定に向け、市民の要望、意見などを
伺いながら、市としての利用計画を
策定するために必要な基礎的な資料
として作成したものです。
　留保地において必要となる機能、
活用方法等につきましては、今後、
利用計画の策定を進める中で具体的
に検討してまいります。
　その際は、今後も市民の皆様のご
意見も十分伺いながら進めてまいり
ますので、この度いただいたご意見
についても、検討の参考とさせてい
ただきます。

　高齢者施設、保育所、障害者支援
施設、病院などの複合施設を検討し
てほしい。民間に委託するだけでな
く、運営の質を行政に把握してほし
い。事業者の利益ではなく、利用
者、市民の利益に寄り添うものとし
てほしい。
　近隣には公園や生涯学習センター
があり市民ニーズに十分応えている
ため、公園や総合スポーツ施設の必
要性は低いと考える。
　病院、商業施設、住宅などは飽和
状態であり、周辺住民の希望とはか
け離れている。

　近隣住民の負担が大きいので住宅
はやめてほしい。商業施設はスー
パー等ではなく、立川市の大規模商
業施設のように雇用促進に繋がるも
のが良い。その際、バス便の増発は
必須である。

　国立医薬品食品衛生研究所の移転
計画時に行われた生物生態系調査の
報告書概要によると動植物、生態系
について保全のための対策の提言が
なされており、これを考慮すると大
規模施設の建設はほぼ不可能と考え
られる。

　都も関心も示さず、民間事業者も
さほど乗り気でない現段階で、再開
発事業、給食センター建設、市役所
建替えなどの大規模支出計画山積の
府中市が、積極的に手を挙げていく
必要はないと考える。

【市政世論調査の重視】
・できるだけ多くの市民のニーズに
応えるため、市政世論調査の結果を
尊重する施設を設置するとよい。
　　　　　　　　　（同意見３件）
・スポーツ施設の老朽化が言われて
いるが、スポーツ施設では近隣住民
の反対運動が起こることが予想され
る。
・スポーツ施設、文教施設は、規模
を考えると行政需要を満足させるに
は無理があると思われる。
・土壌汚染対策は前提条件。高層ビ
ルは必要ない。
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No. 意見の種類 市民意見・提案の概要 市の考え方

19

20

21

22

23

24

25

④関係機関との
協議等について

　米軍通信施設については、利用計
画の策定や土地利用において、阻害
要件でしかないので、市は、議会や
市民と連携して、国や米軍に対し、
移転・撤去の要請を強力に進めてほ
しい。
　　　　　　　　　（同意見４件）
　その際、国内の他地区の事例を参
考にするほか、航空自衛隊通信鉄塔
との統合などについても打診してほ
しい。

　米軍通信施設については、これま
でも本市から防衛省を通じて米軍に
対し、移転・撤去の要望を行ってお
りますが、現在も使用中とのことで
返還の目途は立っておりません。
　そのため、現時点では、本施設の
存置を前提として計画を策定せざる
を得ないと考えております。
　しかしながら、本施設が利用計画
策定の弊害であることは明白である
ので、今後も本施設の移転・撤去の
要望を継続してまいります。
　保安上の問題については、利用計
画の策定を国から求められている以
上、問題はないものと認識しており
ますが、時期を捉えて確認を行って
まいります。

　利用計画の策定に当たり、米軍通
信施設だけを残し、その周辺を開放
空間とした場合、米軍は保安上問題
ないとしているのか、米軍に照会し
てほしい。

②留保地の機
能・活用方法等
について

　計画策定にあたり、少子高齢化
（税収減少、施設利用者の減少）、
経済情勢（成長を期待できない）、
自然環境（将来的に利用が不明確な
施設は作らない）、立地条件（駅か
ら離れており車利用が中心、地歴か
ら厳密な地質調査が必要）を考慮し
てほしい。

　利用計画の策定に当たっては、基
本方針に掲げた基本理念を尊重し、
ご指摘の内容についても十分に考慮
して検討してまいります。
　その上で、民間利用の場合におい
ては、周辺の環境に支障を来たすな
ど、市民の不利益となることのない
よう、状況把握に努め、適切に対応
してまいります。

　民間が主体となって土地利用を行
う場合、参入する事業者がいない場
合や購入しても倒産した場合はどう
するのか。民間の開発を規制・誘導
するための地区計画は時間がかかる
と聞いているがどうなのか。

③周辺環境との
調和等について

　小金井街道及び美術館通りの歩道
の拡幅については、留保地内の土地
を先行取得し、利用計画の策定とは
別立てで着手し、早期実現を図って
ほしい。
　　　　　　　　　（同意見２件）
　その際、歩道と自転車道を分離し
てほしい。

　小金井街道の歩道が狭小であり、
通行に弊害をもたらしていることに
ついては、喫緊の課題であると捉え
ておりますので、利用計画の策定に
先行して対応できるよう、国と協議
を進めております。

　留保地のこれまでの地歴や現状を
把握してほしい。隣接する住宅地と
は段差があり、境界にはアスファル
ト舗装の道路が残っている。道路は
境界のバリアとして残してほしい。

　基本方針の基本原則にも掲げてお
りますとおり、留保地の活用に当
たっては、できる限り近隣の住環境
との調和を図ることを前提に進めて
まいります。その前提に立った上
で、隣接地に悪影響を及ぼすことの
ないような利用計画を策定する必要
があるものと考えております。　仮に民間に払下げられた場合で

あっても、周囲との住宅環境との整
合性、日照権や騒音に配慮し、現状
と同一の第一種低層住宅専用地域と
してほしい。
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No. 意見の種類 市民意見・提案の概要 市の考え方

26

27

28

29

30

31

32

⑤利用計画素案
（案）の内容・
構成等について

　公共スポーツ施設との関係の項目
で、「いずれも大きな大会が開催さ
れる施設ではない」という記述は、
あたかもそのような施設を予定して
いるかのような印象を与えるので削
除すべきと考える。

　ご指摘のとおりと判断しましたの
で、素案の策定におきまして修正を
行わせていただきました。

　ゾーニングイメージ案において、
米軍通信施設の周辺を民間が主体と
なる案にのみ、「民間による米軍通
信施設周辺の活用方法が課題とな
る」とあり、公共が主体となる場合
はそのような課題がないかのような
印象を与えるので、修正すべきと考
える。

　素案（案）では事業推進主体とし
ての民間と公共の区分けのみで、完
成形のまちのイメージが示されてい
ない。公園、住宅、文教といった具
体的な機能の配置イメージを示して
ほしい。

　本素案は、基本方針の趣旨を踏襲
し、利用計画の策定に向け、市民の
要望、意見などを伺いながら、市と
しての利用計画を策定するために必
要な基礎的な資料として作成したも
のですので、具体的な機能の配置イ
メージや市の意思決定を示す構成に
はなっておりません。
　今後策定する利用計画において
は、基本方針における基本原則から
諸般の事情を総合的に勘案した上
で、最終的な市の考え方を示してま
いります。

　素案（案）は、判断根拠も市の意
見・意志の記載もなく、素案の体を
なしていないため、評価・感想の述
べようがない。１ページ目に記載の
とおり「基礎的な資料」を提示した
ものにすぎないと正直に言うべき。

　ゾーニングイメージ案の３分割
は、平成２０年に財務省へ提出した
前回の利用計画がベースとなってい
るようだが、これは国立医薬品食品
衛生研究所の設置を想定して作った
ものであり、白紙撤回されたのでは
ないか。

　ゾーニングイメージ案について
は、想定し得る機能の規模が最大で
５ha程度であることから、総面積で
ある15.5haを三分割したものです。
　ご指摘のとおり、前回の利用計画
は、国立医薬品食品衛生研究所の設
置が中止となったことを受け、白紙
となっております。

④関係機関との
協議等について

　航空自衛隊府中基地を離着陸する
航空機（輸送用ヘリ）は、周辺に配
慮して留保地上空を航路としている
ようだが、今後留保地が住宅等に
なった場合に航路変更がありうる
か、航空自衛隊に確認してほしい。

　航空自衛隊に確認したところ、航
空機の経路については、周辺住民に
配慮しつつ、目的地や風向き等に応
じて随時判断するという考え方であ
るとのことです。そのため、今後留
保地内において新たな活用が図られ
た場合にも、同様の考え方の下で行
われるとのことです。

　土壌汚染対策については、国がど
の地点を調査したかを把握し、利用
計画策定後、市の責任で改めて実施
してほしい。

　土壌汚染調査については、現在国
が行っており、その調査結果を踏ま
えて今後の対応が検討されていくこ
ととなります。市が実施するかどう
かは、活用方法等を踏まえ、今後判
断をしてまいります。
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⑤利用計画素案
（案）の内容・
構成等について

　素案の策定に当たっては、将来の
人口の動向、市民ニーズや意識の変
化等を十分に考慮し、慎重に実施す
べき。

　素案（案）の作成に当たっては、
市政世論調査や行政需要調査を通し
て市民ニーズを把握し反映させてお
ります。今後、利用計画の策定に当
たりましても、更なる市民ニーズの
把握に努めるとともに、ご指摘にあ
りますように、将来人口の動向等も
踏まえたうえで検討を進めてまいり
ます。
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